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施工担当部署長、建設所長 

副部長・副所長・統括工事長 

安全長・安全主任  

工事長・工事主任 

関西支店取引業者災害防止協議会 

関西支店 安 全 環 境 部 長 

準備工事における労働災害の防止について（指示） 

先日、関西支店作業所において、３Ｄスキャナーによる躯体測量中の作業員が、腐食

した木製床開口養生蓋（コンパネ）を踏み抜き、４.８ｍ墜落する休業災害が発生しまし

た。（別紙１参照） 

この災害は、他社による上屋解体後、約 1 年半放置されていた既存躯体（1 階スラブ・

地下 1 階）がある現場で、本工事前の準備工事である測量作業中に発生したものです。

災害の直接的な原因は、当該作業員が当社設置の開口部養生手摺りを乗り越え、立ち入

り禁止区画に入ったことですが、より詳細なリスクアセスメントを行っていれば間違い

なく防げた災害です。準備工事においては、人員配置やリスクアセスメントが不十分な

まま作業が進む傾向が見られるため、徹底したフォローをお願いします。 

また、工事契約前の現地調査等を行う当社従業員にも同様の災害リスクが想定されま

す。つきましては、添付の内勤者向け「現場での安全意識醸成研修」（別紙２）及び生産

技術本部の取組み事例（別紙３）等の資料を活用し、内勤者が作業所に出向く際の安全

意識向上を関係者に周知徹底してください。 

参考資料として、従業員が被災した際に会社が負う法的責任（別紙４）を添付しまし

たので、併せて確認してください。 

※この事務連絡は、示達本（安環安）25-05(令和7年9月24日)安全環境本部発行に基づき作成しました。

以 上 



( 墜 落 ) 測量工が床開口部から墜落

◇発生日時： 2025年8月5日 ( 火 ) 午後3:00分頃 ◇ 被災者 ：測量工 22 歳 ( 所属 1次 ) 経験 1年

【発生状況】
他社施工にて上家解体後、既存地下１階躯体と１階スラブの一部が残った状態で、地下躯体の出来形を３Ｄスキャナーに
て測量する作業において、複数の開口部を囲って設置された手摺りを乗り越えて１階スラブ上を歩行中、床開口養生のベ
ニヤ板（他社施工時に設置）に乗った際、ベニヤ板が腐食していたために踏み抜いて、地下１階床に約4.8ｍ墜落した。
(左手の甲及び肋骨骨折、肺の損傷) (休業見込日数30日) 
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② ③

地下１階

(別紙１)
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建設現場は、常に危険と隣り合わせ
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2.現場に行ったら必ず実行！ 安全の基本の「キ」
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フルハーネス型装着時落下検証動画

21

フルハーネス型は、必ず 「ロック機能付き巻き取り式ランヤード」 を使用する









社員の安全教育について

2025年8月

生産技術本部

　（別紙３）



目 的

生産技術本部社員は、調査や技術支援の為に作業所に出向くことが多い。

しかし昨今生産技術本部内では、建築施工系の出身者が昔に比べて少なく
なっており、技術スタッフとして現場常駐経験のない社員も多くおり、
キャリア採用の割合も増え、作業所での安全意識や当然のルールが理解さ
れていないことによる事故が懸念される。

これを解決するために、生産技術本部に所属する建築施工系の出身者が
安全意識の教宣をミーティング形式で行い、安全意識の向上と事故防止を
図る事とした。



具体的な内容
【生産技術本部 安全研修】

■タイムスケジュール

3分 安全研修の趣旨説明

・横浜支店(土木)で発生した当社社員のトンネル内事故について

・皆さんが現場に行って、災害に遭わない為に

22分 資料説明 (パワーポイントを使って）

・自分の経験談を交えながらの説明

5分 ・安全宣言(出席者全員)

例：現場に行ったら、まず現場職員から危険作業、立入禁止区画をしっかり聞きます！

研修時間：計30分の予定



実際の様子

各グループの週礼ミーティングを利用して少人数で行っています。



今後の予定

9月中旬までにすべてのグループミーティングを行います。

定期的にこのようなグループミーティングを行い、安全環境本部とも連携
してミーティングの資料を更新しながら、最新の現場の事情や安全に関す
る留意点を考えて行く時間を持って行こうと考えています。

また逆に、生産技術本部の社員が現場に行った時に感じた違和感を現場サ
イドにフィードバックできるような仕組みも構築して、安全に関する感性
を皆で研ぎ澄ましていければと考えています。



(C)Copyright 2011 Shimizu Corporation. All rights reserved.

清水建設株式会社 安全環境本部

従業員が被災した際に会社が負う法的責任

U508607
テキストボックス
（別紙4）



(C)Copyright 2011 Shimizu Corporation. All rights reserved.

内勤従業員を含む当社従業員が、測量や事前調査などの業務中に
被災した場合、会社は、次の３つの責任を負う可能性があります。

①民事責任

・安全配慮義務（労働契約法第５条・民法第415条）
使用者（会社）は従業員の安全に配慮する義務を負います。
義務違反があれば、会社側の債務不履行として損害賠償責任を負う可能性があります。

・不法行為責任（民法第７０９条）
使用者（会社）の故意や過失が直接的な原因となって従業員に損害を与えた場合、
それにより生じた損害を賠償する責任を負う可能性があります。



(C)Copyright 2011 Shimizu Corporation. All rights reserved.

②刑事責任

・労働安全衛生法上の義務
使用者（会社）は労働者の安全と健康を保持する義務を負います。（安衛法第３条）
違反した場合、罰金刑や拘禁刑が科される場合があります。

・業務上過失致死傷（刑法第２１１条）
安全配慮義務を怠った役員や従業員は、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。

③行政責任

・労働基準監督署からの是正勧告、改善指導、作業停止等の行政処分等を受ける場合があります。

その他、労働災害の発生により、社会的な信頼・評価が失墜する可能性があります。



(C)Copyright 2011 Shimizu Corporation. All rights reserved.

従業員が業務中に被災した場合、会社は様々な責任を問われる可能性がありますので、
作業指示者（上職）は次のことを行ってください。

①調査場所や作業の危険性を事前に評価（リスクアセスメント）し、その記録を残す。

②必要な安全対策（保護具の着用指示、危険箇所の周知、安全な作業手順の確立）
等を講じる。

③従業員に対して、自らが被災しないよう安全指示事項を守らせることに加え、
内勤者向け「現場での安全意識醸成研修」等により、危険感受性を向上させる。

また、発注者が所有する敷地や建物における調査業務に際して当社従業員が被災
した場合、発注者も土地工作物責任等を問われる場合があります。
発注者にも波及する事案になりかねないため、危険箇所について指示を仰ぐ等、
事前の確認を確実に行ってください。
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